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特集―拡大する製造現場の請負・派遣 

電
機
産
業
に
お
け
る 

　
業
務
請
負
活
用
適
正
化
の
取
り
組
み 

　
―
秋
季
組
織
強
化
期
間
で
全
国
的
に
職
場
点
検
活
動
を
展
開 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
電
機
連
合
総
合
研
究
企
画
室
　
中
尾  

和
彦 

 

工
場
へ
の
派
遣
が
解
禁
と
な
る
改
正
派
遣

法
実
施
の
前
提
は
、
法
案
審
議
時
の
国
会
決

議
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
製
造
業
で
広
く
行

わ
れ
て
い
る
業
務
請
負
の
適
正
化
（
偽
装
請

負
の
解
消
）
で
あ
っ
た
。
業
務
請
負
の
活
用

度
合
い
が
高
い
電
機
産
業
は
よ
り
多
く
の
請

負
適
正
化
の
課
題
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ

と
か
ら
、
電
機
連
合
は
二
〇
〇
三
年
一
一
月

に
「
電
機
産
業
に
お
け
る
請
負
活
用
の
実
態

調
査
」
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
翌
年
四
月

に
改
正
派
遣
法
施
行
後
の
状
況
を
把
握
す
る

た
め
「
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
調
査
」
を
行
っ
た

（
注
）。
調
査
結
果
か
ら
は
、
次
の
よ
う
な
点

が
明
ら
か
に
な
っ
た
。 

  

請
負
活
用
実
態
調
査

で 

　
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と 

  

（
１
）回
答
事
業
所
三
〇
四
工
場
の
う
ち
九

割
で
業
務
請
負
を
活
用
し
て
お
り
（
二
〇
〇

〇
年
調
査
時
は
七
割
）
、
工
場
の
全
従
業
者

（
正
社
員
、
パ
ー
ト
、
派
遣
、
請
負
）
に
占

め
る
請
負
労
働
者
の
比
率
は
一
五
・
六
％
に

及
ん
で
い
る
（
二
〇
〇
〇
年
調
査
時
は
一
二
・

三
％
）。 

 

（
２
）正
社
員
の
仕
事
と
請
負
労
働
者
の
仕

事
と
が
明
確
に
分
離
さ
れ
て
い
な
い
職
場（
＝

混
在
ラ
イ
ン
）
は
四
割
を
超
え
る
。
請
負
労

働
者
は
一
週
間
程
度
の
習
熟
で
こ
な
せ
る
簡

単
な
仕
事
に
従
事
し
て
い
る
も
の
が
多
い
が
、

正
社
員
の
職
務
と
重
な
り
合
う
領
域
も
相
当

程
度
あ
る
。 

 

（
３
）請
負
労
働
者
の
仕
事
の
割
り
振
り
や

作
業
方
法
指
示
な
ど
の
指
揮
監
督
を
ラ
イ
ン

リ
ー
ダ
ー
な
ど
の
正
社
員
が
行
っ
て
い
る
職

場
は
五
〜
九
割
あ
り
、
出
退
勤
管
理
な
ど
の

労
務
管
理
を
正
社
員
が
行
っ
て
い
る
職
場
も

二
〜
五
割
程
度
あ
る
。 

 

（
４
）コ
ス
ト
削
減
と
需
要
変
動
対
応
と
し

て
請
負
活
用
が
進
ん
で
き
た
た
め
に
、
「
突

発
的
な
業
務
量
増
大
に
対
応
で
き
た
」
な
ど

の
プ
ラ
ス
の
評
価
も
あ
る
一
方
で
、
「
ノ
ウ

ハ
ウ
の
蓄
積
・
伝
承
困
難
」
「
請
負
労
働
者

の
業
務
管
理
負
担
増
」
な
ど
の
マ
イ
ナ
ス
の

影
響
の
指
摘
も
多
い
。 

 

（
５
）工
場
へ
の
派
遣
解
禁
に
伴
い
、
四
月

時
点
で
派
遣
を
「
活
用
し
て
い
る
」
は
二
二

％
、
活
用
予
定
を
含
め
回
答
工
場
の
半
数
が

派
遣
を
活
用
す
る
と
し
、
半
分
は
派
遣
活
用

の
「
予
定
な
し
」
と
な
っ
て
い
た
。
派
遣
を

活
用
し
な
い
理
由
は
「
現
状
の
請
負
で
と
く

に
問
題
な
し
」
で
あ
っ
た
。 

 

（
６
）請
負
の
適
正
化
の
た
め
に
は
、
①
混

在
ラ
イ
ン
の
解
消
と
②
請
負
ラ
イ
ン
の
監
督

を
請
負
会
社
の
社
員
に
任
す
こ
と
、
そ
の
た

め
に
③
管
理
能
力
の
高
い
請
負
会
社
を
選
定

す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
が
、
こ
の
三
つ
と

も
「
や
っ
て
い
る
」
工
場
は
四
三
％
に
と
ど

ま
っ
て
い
る
。
現
状
の
「
請
負
で
問
題
な
し
」

と
し
て
い
る
工
場
で
、
「
混
在
ラ
イ
ン
の
解

消
」
を
行
っ
て
い
な
い
と
み
な
さ
れ
る
も
の

が
三
割
程
度
あ
る（「
行
っ
て
い
な
い
」
二
〇

％
、
「
分
か
ら
な
い
」
一
三
％
）。 

 

（
７
）改
正
派
遣
法
実
施
に
伴
う
派
遣
・
請

負
の
活
用
に
関
し
て
、
活
用
部
門
・
職
場
、

業
務
、
派
遣
・
請
負
の
人
数
な
ど
に
つ
き
何

ら
か
の
労
使
の
話
合
い
が
「
あ
っ
た
」
支
部

は
四
割
で
、
「
特
に
な
い
」
が
過
半
数
と
な

っ
て
い
る
。 

  

請
負
適
正
化

の
職
場
点
検
活
動 

  

こ
の
よ
う
に
、
電
機
の
職
場
は
派
遣
法
の

う
え
で
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
が
多
数
を
占
め
て
い

る
と
み
ら
れ
る
こ
と
、
請
負
適
正
化
に
向
け

た
取
り
組
み
が
急
が
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず

問
題
意
識
の
希
薄
な
組
合
も
少
な
く
な
い
と

み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
二
〇
〇
四
年
度
の
秋

季
組
織
強
化
期
間
（
九
〜
一
一
月
）
の
共
通

取
り
組
み
課
題
と
し

て
「
請
負
適
正
化
・

改
正
派
遣
法
へ
の
対

応
」
の
職
場
点
検
活

動
を
行
う
こ
と
と
し

た
。
「
職
場
か
ら
の

点
検
」
と
し
た
の
は
、

直
接
雇
用
と
は
異
な

る
請
負
導
入
は
工
場

ご
と
に
行
わ
れ
て
き

た
た
め
に
企
業
（
コ

ー
ポ
レ
ー
ト
）
全
体

で
は
自
社
の
職
場
レ

ベ
ル
で
の
実
態
を
つ

か
め
て
お
ら
ず
、
大

手
企
業
連
・
単
組
で

も
同
様
の
状
況
に
あ
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る
た
め
で
あ
る
。 

 
職
場
点
検
活
動
の
「
ね
ら
い
」
と
し
て
最

初
に
次
の
三
点
を
掲
げ
、
こ
の
取
り
組
み
を

広
く
経
営
対
策
と
し
て
も
検
討
し
て
も
ら
い
、

労
使
協
議
へ
結
び
つ
け
よ
う
と
し
た
。 

 

（
１
）法
に
則
っ
た
企
業
経
営
（
＝
コ
ン
プ

ラ
イ
ア
ン
ス
）
と
い
う
観
点
か
ら
、
グ
レ
ー

な
部
分
の
請
負
活
用
を
適
正
化
す
る
。 

 

（
２
）現
状
、
請
負
労
働
者
と
の

ラ
イ
ン
作
業
に
問
題
の
あ
る
職
場

組
合
員
の
仕
事
の
改
善
を
は
か
る
。 

 

（
３
）事
業
競
争
力
を
失
う
こ
と

が
な
い
よ
う
な
方
向
で
の
請
負
の

適
正
化
を
は
か
る
。 

 

具
体
的
に
は
、
「
職
場
点
検
シ

ー
ト
」
と
「
職
場
点
検
活
動
マ
ニ

ュ
ア
ル
」
を
配
布
し
て
、
①
請
負

の
適
法
度
合
チ
ェ
ッ
ク
、
②
取
引

請
負
会
社
の
チ
ェ
ッ
ク
、
③
組
合

の
情
報
収
集
・
労
使
協
議
力
チ
ェ

ッ
ク
を
行
う
こ
と
と
し
た
。
①
の

チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト
は
別
掲
の
よ
う

に
簡
単
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を

電
機
連
合
全
体
の
状
況（「
請
負
活

用
職
場
調
査
」
よ
り
作
成
し
た
比

較
基
準
）
と
照
ら
し
て
、
ど
こ
に

問
題
が
あ
る
か
が
分
か
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。
こ
の
期
間
中
に
全

国
各
地
で
開
催
さ
れ
た
研
修
会
で

も
、
こ
の
テ
ー
マ
が
取
り
上
げ
ら

れ
た
。 

 

職
場
点
検
活
動
の
結
果
を
踏
ま

え
、
請
負
適
正
化
に
向
け
た
労
使

協
議
を
進
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

労
使
協
議
に
あ
た
っ
て
電
機
連
合

が
強
調
し
て
い
る
の
は
、
①
モ
ノ

造
り
基
盤
を
維
持
・
強
化
す
る
た

め
に
中
長
期
的
な
視
点
か
ら
人
材

活
用
に
関
す
る
基
本
的
な
考
え
方
を
労
使
で

確
認
す
る
こ
と
を
取
り
組
み
の
出
発
点
と
し
、

そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
②
必
要
な
人
材
育
成
が

で
き
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
か
め
な
が
ら
、

ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
・
外
部
労
働
力
の
活
用

の
あ
り
方
が
検
討
さ
れ
る
べ
き
こ
と
、
③
管

理
能
力
の
高
い
「
よ
い
請
負
会
社
」
を
選
択

し
、
ス
ポ
ッ
ト
の
安
い
労
働
力
と
し
て
で
は

な
く
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
育
成
し
て
い
く
べ

き
こ
と
、
で
あ
る
。 

 

な
お
、
「
モ
ノ
の
製
造
」
以
外
の
派
遣
労

働
者
に
つ
い
て
は
、
二
〇
〇
五
年
一
月
の
電

機
連
合
第
九
一
回
中
央
委
員
会
で
「
電
機
連

合
・
派
遣
労
働
者
保
護
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を

改
正
派
遣
法
に
踏
ま
え
て
改
訂
し
（
前
頁
図

参
照
）、
対
策
を
行
っ
て
い
く
こ
と
と
し
て

い
る
。 

 

（
注
） 

有
効
回
答
数
は
、
事
業
所
調
査
三
〇
四
、
職
場
調
査

六
七
〇
、
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
調
査
一
四
六
。
事
業
所

調
査
に
は
組
合
支
部
役
員
が
、
職
場
調
査
に
は
職
場

委
員
や
班
長
・
ラ
イ
ン
リ
ー
ダ
ー
ク
ラ
ス
の
組
合
員

が
回
答
し
て
い
る
。 

【請負労働者の作業の指揮監督は誰がやっているか】 

請負会社 
の管理・ 
監督者　 

常駐管理 
者がいる 

管理者は巡 
回してくる 

管理者は 
いない　 

わから 
ない　 

請負会社社 
員と自社正 
社員の双方 

自社の班 
長などの 
正社員　 

誰も管理 
していな 
い　　　 

わから 
ない 

【請負労働者の労務管理は誰がやっているか】 

請負労働者の作業配置 

請負労働者の作業手順・作業方法指示 

請負労働者の教育・訓練（ＯＪＴ含む技術的な指導） 

請負労働者の安全・衛生教育 

作業の能率管理、不良品対策 

職場名 

物の製造かどうか 

請負会社数 

派遣法に基づく派遣会社 参考  社 ←派遣事業の許可を得ている会社からの派遣に限ります 

請負労働者の出退勤管理・労働時間の把握 

請負労働者の勤務時間帯（始終業・休憩時間）の決定 

請負労働者の残業・休日出勤の指示 

請負労働者の有給休暇の手続き 

請負労働者の苦情・不満要望への対応 

請負会社の管理責任者 

Ａ： ○の数の合計→      

Ｂ： 配　　点  ２点 １点 ０点 ０点  

Ｃ： ○の数×配点      

得点合計（30点満点～０点） 

【独立した請負であるための外形的なチェックポイント】 
されて 
いる　 

できてない 
部分もある 

チェック 
した人　 

できて 
いない 

正社員やパートが従事するラインと請負ラインの分離 

ラインや請負会社構内事務所に請負会社名の看板掲示 

請負社員の制服は請負会社が独自に定めている 

請負会社の現場管理者（ラインリーダー）の配置 

点 

わから 
ない　 

請負の適法度チェック表 


